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令和２年度第２回京都市国民健康保険事業の運営に関する協議会の開催について 

                   

 京都市では，国民健康保険事業の運営に関する協議会を設置し，保険給付や保険料を

はじめとした，国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議を行っています。 

 この度，令和２年度第２回京都市国民健康保険事業の運営に関する協議会を，下記の

とおり開催します。 

なお，今般の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ，書面による審議としま

す。 

 

記 

 

 

 １ 日  程  

   令和３年２月５日（金）～令和３年２月９日（火） 

 

 ２ 審議事項 

令和３年度京都市国民健康保険事業（案）について 

 

 ３ 審議方法  

   書面にて審議を実施します。 

 

 ４ その他 

   書面による審議となるため，傍聴はございません。 
※審議終了後，委員からの意見等をＨＰで公開します。 

(URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai/hokenfukushi/0000137346.html) 

 

 

 

 

https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai/hokenfukushi/0000137346.html


 

【参考】 京都市国民健康保険事業の運営に関する協議会について 

 １ 設置目的 

   国民健康保険事業の運営の適正化を図るため，事業の運営に関する重要事項を審議

する機関として，国民健康保険法第１１条第２項に基づき設置されているものである。

また，京都市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則第２条により，市長の諮問

に応じて保険給付に関すること，保険料に関すること及びその他，市長が国民健康保

険事業の運営上重要と認める事項について審議を行うこととしている。 

 ２ 設置年月日 昭和３６年４月１日 

 

 ３ 委員構成  被保険者代表          ６人 

         保険医及び保険薬剤師代表    ６人 

         公益代表            ６人 

         被用者保険等保険者代表     ２人 

 

 ４ 令和２年度 開催状況 

   第１回 開催日 令和２年８月３１日～９月７日【書面開催】 

       議 題 令和元年度京都市国民健康保険事業決算見込について 

           令和２年度京都市国民健康保険事業運営計画（案）について 

 

 

国民健康保険法（抄） 

(国民健康保険事業の運営に関する協議会) 

第１１条 

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより市町村が処理

することとされている事務に係るものであって，第４章の規定による保険給付，第７６

条第１項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。）を審議させるため，市町

村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

 

京都市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則（抄） 

(所掌事項) 

第２条 協議会は，市長の諮問に応じて，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) 保険給付に関すること。 

 (2) 保険料に関すること。 

 (3) 前２号に定めるもののほか，市長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項 


